
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

はじめに 

 

 

 

 

 

村民の皆様におかれましては、平素より読谷村の村づくりにご理解とご協力を賜り、

心から感謝申し上げます。 

子どもは、社会の希望であり、未来を創る存在です。｢読谷村ゆたさむらビジョン｣に

おける基本施策～ちむ清らさある人の学び育ち(夢を育み生涯輝けるひとづくり)にある

ように、むらづくりの基本は｢ひとづくり｣であり、地域で子どもを安心して育てられ、

若い世代が家庭を築き住み続けたいと思える社会、子どもたちが夢を育み、輝ける村づ

くりを目指しております。 

しかしながら、子どもの育ちと子育てを巡る環境は、核家族化の進展や地域とのつな

がりの希薄化などにより、子育ての負担や不安、孤立感が高まっており、少子化が進行

しております。 

そのような状況下、子ども子育て支援制度が創設され、本村におきましても、平成26

年度に策定した｢読谷村子ども・子育て支援事業計画｣に基づき、質の高い幼児期の教育・

保育の総合的な提供、保育の量的確保、地域における子ども・子育て支援の充実を図る

ため５年間取り組んで参りました。 

この計画は、読谷村における令和２年度から５年間の子ども・子育て支援の基本方針

として策定したものです。計画策定にあたり、第１期計画の点検と評価、子育て世代へ

のニーズ調査結果を踏まえ、読谷村子ども子育て会議委員をはじめ、関係各位から貴重

なご意見を頂くことができましたことに心より感謝を申し上げます。 

計画推進につきましては、｢子どもの最善の利益｣を尊重し、｢安心して子どもを産み、

健やかに成長できるむらづくり｣の基本理念のもと、家庭、地域、教育・保育関係者、事

業者、行政等が互いに連携を図り、子ども子育て支援体制の構築に取り組んでまいりま

しょう。 

 

 

令和２年３月 

読谷村長  石嶺 傳實 
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